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パブリックコメント手続 実施結果 

「茅ヶ崎市役所前広場における今後の運用の考え方（素案）」 

１ 募集期間 令和７年１２月２日（火） ～ 令和８年１月１４日（水） 

２ 意見の件数・意見提出者数 １１件・ ３人 

３ 意見提出者年齢 

年代 １ ０ 代 以 下 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７ ０ 代 以 上 不明 

人数 １人 人 人 人 １人 人 １人   人 

４ 内容別の意見件数 

項 目 件 数 

１ 今後の運用の方向性に関する意見 ２件 

２ 使用許可の範囲に関する意見 １件 

３ 使用料の考え方に関する意見 １件 

４ その他運営に関する検討事項に関する意見 ５件 

５ トライアルサウンディングに関する意見 １件 

６ パブリックコメント手続に関する意見、要望 １件 

７ その他意見（匿名の意見等、提出要件を満たしていないもの） ０件 

合計 １１件

５ 意見への対応区分 

対応区分 説 明 件 数 

反映 意見を受けて計画(素案)等に一部修正を加えたもの ０件 

対応済み すでに計画(素案)等に記載されているもの又はすでに対応しているもの   ３件 

参考 計画(素案)等への反映は困難であるが、今後、取組を推進する上で参考とするもの ８件 

合計  １１件

６ 条例、計画等の公表日（予定） 令和８年２月3日（火） 

茅ヶ崎市経営総務部資産経営課 資産管理担当 

0467-81-7117 (直通) 

e-mail:shisankeiei@city.chigasaki.kanagawa.jp
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（意見及び市の考え方） 

                                           

■今後の運用の方向性に関する意見に関する意見（２件） 

 

（意見１）（対応区分：参考） 

 こどもから高齢者まで多様な世代が安心して過ごせる憩いの場、子育て支援の場とし

ての活用、市内事業者の地域経済活性化への貢献、さらには行政と市民が連携して本市

ならではの文化や魅力を発信するプラットフォームとしての役割を強化します。となっ

ていたが、数多くのイベントが平日、土日などにも、市と連携したものもおこなわれて

おり、広場に行くと何かやっていないかな？と思うようになってきた。さらなるにぎわ

いも生み出しており、ベンチや芝生の広場がとても過ごしやすく感じる。芝生の手入れ

や、クリスマスのライトアップなどとても雰囲気が良い。平日は、自転車の乗り入れに

も、警備の人が立っており、安全面も配慮されていた。今や茅ヶ崎の顔となる場所にな

っていると思う。ますます多くのイベントが開かれると良いと思う。 

 

（市の考え方） 

 前広場では平日・休日を問わず多様なイベントが実施され、にぎわいの創出や地域の

魅力発信に寄与しているものと認識しております。また、芝生の維持管理や季節に応じ

た演出、安全対策についても、皆様が安心して過ごせる環境づくりに努めております。 

 今後の運用においても、安全面に十分配慮するとともに、こどもから高齢者までの多

様な世代が安心して利用できる憩いの場、子育て支援の場としての役割を果たせるよう、

適切な運営に努めてまいります。 

 

（意見２）（対応区分：参考） 

歴史も踏まえて計画して欲しい。 

 

（市の考え方） 

本広場は、平時は市民の憩いの場、災害時には災害対策スペースとして活用すること

を目的に整備され、令和 2年に完成しました。令和 4年 7月からは、本市の新たな活力

創出の拠点としての可能性を検証するため、約 3年間にわたりトライアルサウンディン

グを実施してきました。これまでの使用実績および使用者からの意見を踏まえ、令和 8

年 4月 1日より新たな運用とします。今後も、前広場が賑わいと交流を創出する拠点と

なるよう、継続的な活用に努めてまいります。 

 

■使用許可の範囲に関する意見（１件） 

 

（意見３）（対応区分：参考） 

 使用許可の範囲は、公共団体および公共的団体等が公共用または公共用その他公共上

の目的で使用する場合や、民間事業者や市民団体等が本紙の賑わいの創出や交流の場の

形成を通じて茅ヶ崎市の魅力を発信するために使用する場合に許可することとします。

とあるが、多くの市内の事業者の方に引き続き利用して欲しい。 

 

（市の考え方） 

 多くの市内事業者に引き続き御利用いただくことは重要であると考えており、本市と
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しても、地域の賑わいや交流の促進につながる活用が図られるよう努めてまいります。 

 

■使用料の考え方に関する意見（１件） 

 

（意見４）（対応区分：参考） 

 使用料の徴収は利用者が多く見込める日、土日、祝祭日、市民課の開いている第２、

４曜日など平日より料金を多少上げても良いのではないかと思う。 

 

（市の考え方） 

 本考え方で示しているとおり、前広場の使用は行政財産の目的外使用にあたることか

ら使用料は、「茅ヶ崎市行政財産の用途又は目的外使用にかかる使用料条例」に基づき

地価を用いた算定をしてまいります。 

 

■その他運営に関する検討事項に関する意見（５件） 

 

（意見５）（対応区分：対応済み） 

 人が多く、様々な人が集う為、事故や事件がおこった時の責任の所在や災害時などの

避難、誘導など、どのようにしていくのか考えておく必要があると思う。又、事業者に

も周知する必要があると思う。 

 

（意見６）（対応区分：対応済み） 

 事業者（民間、市民も含む） 

 災害時の災害スペースとして活用できるようにとも言って、当所はかつて市役所だけ

でなく市民病院もあり深田（深い田）だったと思う。今もイオン（かつてジャスコ）前

は今でもその四ツ角（交差点）は深害時（浸水時）注意と記してあると思う。このこと

も踏まえて計画を 

 

（市の考え方） 

本考え方で示しているとおり、前広場は災害対策スペースとしての活用を前提に設計

されており、災害時には災害対応を優先することについて、使用者に対して説明してお

ります。また、多くの人が集う場であることを踏まえ、事故や事件発生時の対応や責任

の整理、災害時の避難・誘導等については、使用者と連携しながら対応しています。今

後も、事業者を含む使用者への継続的な周知を行い、適切な運用に努めてまいります。 

 

（意見７）（対応区分：参考） 

近隣の市の駐車場（市・文化会館・体育館）満車の時が多い・・このことも考えて計

画を立てて欲しい。他市では市役所駐車場利用（市役所）時間中、無料のところがある

と思う。また２０分２００円のところもあるらしい。民間駐車場・市の駐車場も踏まえ

て計画して欲しい。 

 

（市の考え方） 

前広場の使用者に対しては、市役所に用事がある方の駐車スペースを確保するため、

市役所駐車場以外の駐車場の利用を促しております。今後も引き続き、使用者への説明

に努めてまいります。 
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（意見８）（対応区分：参考） 

かつて大岡祭時・中央公園・文化会館も含めてもっともっと利用し、賑っていたと思

う。このことも含め近隣の公園等の時には一体的利用できるように考えて欲しい。 

 上記、道路事情（立橋もあるし）の改善や説明・PRを含めて。 

 

（意見９）（対応区分：参考） 

 公園周辺のお店を増やすと賑やかになると思います。 

 

（市の考え方） 

前広場の活用にあたっては、使用者に対して近隣施設等に関する情報提供を行いなが

ら、前広場を含めた一体的な賑わいの創出に努めてまいります。 

 

■トライアルサウンディングに関する意見（１件） 

 

（意見１０）（対応区分：参考） 

カタカナのトライアルサウンディングについてもっと説明があったら良いと思う。 

 

（市の考え方） 

トライアルサウンディングについては、ホームページ上で説明を行っておりましたが、

十分に伝わりきらなかった可能性があると認識しております。今後は、より分かりやす

い情報発信に努めてまいります。 

 

■パブリックコメント手続に関する意見（１件） 

 

（意見１１）（対応区分：参考） 

 策定時の趣旨「賑わいのある市民の交流の場、誰からも愛される市民の場・・・・ 

広場運用については賛成です。ですからもっともっと説明会を開催したら PR（啓発）し

パブコメ（意見募集）をしたらと思う。 

 

（市の考え方） 

パブリックコメント手続の実施にあたっては市政情報コーナーのほか、市広報紙やホ

ームページ、メール配信サービス、Ｘ、ＬＩＮＥ、デジタルサイネージの活用に加え、

広報掲示板及び公共施設への掲示、まちぢから協議会を通しての周知等、様々な周知啓

発を行っているところです。 

パブリックコメント手続きをはじめとした市民参加の方法の実施にあたっては、案件

に応じて様々な方法を組み合わせて実施することとしており、今後も市民参加機会の充

実を図るとともに、積極的な情報提供に取り組んでまいります。 

 

 


